
令和４年度 乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認調査結果【詳細版】

調査対象等

【参考】令和３年度 乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認調査結果（調査期間：令和３年６月１日～令和４年８月22日）

・確認対象児童29,166人のうち、状況確認ができた児童は29,156人（99.97％）状況確認ができていない児童は10人（0.03％）。（令和４年８月22日時点）
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① 乳幼児健康診査（自治体が独自に実施しているものを含む。）等の乳幼児等を対象とする保健・福祉サービスを受けておらず、自治体職員の目視による確認
ができず、関係機関においても目視による確認ができない児童（健診未受診等）

② 未就園で、福祉サービス等を利用しておらず、関係機関においても目視による確認ができない児童（未就園）
③ 学校へ通園・通学しておらず、関係機関においても目視による確認ができない児童（不就学等）
④ その他児童福祉行政の実施事務の過程で把握しているが、関係機関においても目視による確認ができない児童※①～③の児童を除く
（その他児童福祉行政の実施事務の過程で把握）

＜確認対象児童＞
令和４年６月１日時点において、全国の1,741市区町村（1,718市町村及び23特別区）に住民票があり、以下のいずれかに該当する小学校修了前の

児童。

＜集計＞
上記の確認対象児童について、令和５年８月17日時点における確認の状況を集計。

＜児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抜粋）＞
○ 衆議院 厚生労働委員会（令和元年５月24日）
二 虐待リスクの高い子どもを早期に発見し、支援につなげられるよう、乳幼児健診及び就学時健診未受診者、未就園、不就学等の子どもに
関する安全確認を定期的に実施すること。

○ 参議院 厚生労働委員会（令和元年６月18日）
三 虐待リスクの高い子どもを早期に発見し、支援につなげられるよう、乳幼児健診及び就学時健診未受診者、未就園、不就学等の子どもに
関する安全確認を実施すること。

＜児童虐待防止対策の抜本的強化について（平成31年３月19日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議）（抜粋）＞
○ 乳幼児健診未受診や、未就園、不就学等で福祉サービス等を利用していないなど、関係機関が確認できていない子どもを市町村において把握し、
目視等により状況確認を進める取組について、毎年度、定期的に行う。

調査の経緯

結果の概要

○ 令和４年６月１日時点の確認対象児童25,054人のうち、状況確認ができた児童は25,050人（99.98％）、状況確認ができていない児童は４人
（0.02％）。

○ 状況確認ができた児童25,050人のうち、「虐待又は虐待の疑いに関する情報あり」とされた児童は206人（0.8％）で全て市区町村や児童相談所
の支援を実施。

○ 状況確認ができていない児童４人については、全て調査を継続中。



○令和４年６月１日時点で市区町村が状況確認が必要と判断した確認対象児童は全国で25,054人。
このうち、令和５年８月17日までの間に状況確認ができた児童は25,050人（99.98％）、状況確認ができてい

ない児童は４人（0.02％）。

全確認対象児童（25,054人）の確認状況
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状況確認ができた

25,050 人

99.98%

状況確認ができていない

4 人

0.02%

総数 25,054 人



義務教育就学前

23,088 人

92.2%

小学生

1,966 人

7.8%

総数 25,054 人
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○「義務教育就学前」が23,088人（92.2%）、
「小学生」が1,966人（7.8%）

○「未就園」を理由とするものが14,468人（57.7%）で
最多。次いで「健診未受診等」が8,113人（32.4%）、
「不就学等」が1,901人（7.6%）、「その他児童福祉行
政の実施事務の過程で把握」が572人（2.3%）。

全確認対象児童（25,054人）の確認状況

確認対象児童として判断した主な事由

健診未受診等

8,113 人

32.4%

未就園

14,468 人

57.7%

不就学等

1,901 人

7.6%

その他児童福祉行政の

実施事務の過程で把握

572 人

2.3%

総数 25,054 人



状況確認ができた児童（25,050人）について
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○「義務教育就学前」が23,085人（92.2%）、
「小学生」が1,965人（7.8%）

○「未就園」を理由とするものが14,467人（57.8%）
で最多。次いで「健診未受診等」が8,111人（32.4%）、
「不就学等」が1,900人（7.6%）、「その他児童福祉行
政の実施事務の過程で把握」が572人（2.3%）。

状況確認ができた児童の学年別の状況 状況確認ができた児童の確認対象児童として
判断した主な事由

※構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

義務教育就学前

23,085 人

92.2%

小学生

1,965 人

7.8%

総数 25,050 人

健診未受診等

8,111 人

32.4%

未就園

14,467 人

57.8%

不就学等

1,900 人

7.6%

その他児童福祉行政の

実施事務の過程で把握

572 人

2.3%

総数 25,050 人



状況確認ができた児童（25,050人）について
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○状況確認ができた児童の確認方法は、「目視により確認」が
10,657人（42.5%）で最多。次いで「信頼性に確信が持てる情
報を入手したことにより確認※」が8,546人（34.1%）、
「東京出入国在留管理局に照会し、出国を確認」が5,847人
（23.3%）。
※例えば、「医療機関を受診していることが判明し、医療機関を通して状況が確認でき
た場合」、「海外の学校等に在籍していることが在籍証明等により確認できた場合」等。

○左記の確認方法の詳細（東京出入国在留管理局への照会を除
く）は、「同一市区町村内の関係部署等との情報共有で確認でき
た」が14,265人（74.3％）で最多。次いで「市区町村内で情報
共有を行う前に、頻繁な家庭訪問等により確認できた」が3,332
人（17.4%）、「同一都道府県内の関係機関等との情報共有で確
認できた」が894人（4.7％）、「他の都道府県の関係機関等との
情報共有で確認できた」が712人（3.7％）。

状況確認ができた児童の確認方法 状況確認ができた児童の確認方法の詳細
（東京出入国在留管理局への照会を除く）

※構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

目視により確認

10,657 人

42.5%

東京出入国在留管理局

に照会し、出国を確認

5,847 人

23.3%

信頼性に確信が持て

る情報を入手したこ

とにより確認

8,546 人

34.1%

総数 25,050 人

市区町村内で情報共有を

行う前に、頻繁な家庭訪

問等により確認できた

3,332 人

17.4%

同一市区町村内の関係部署等との

情報共有で確認できた

14,265 人

74.3%

同一都道府県内の関係機関等と

の情報共有で確認できた

894 人

4.7%

他の都道府県内の関係機関等との

情報共有で確認できた

712 人

3.7%

総数 19,203 人



健診未受診等

41 人

19.9%

未就園

134 人

65.0%

不就学等

17 人

8.3%

その他児童福祉行政の実施

事務の過程で把握

14 人

6.8%

総数 206 人

無し

24,844 人

99.2%

有り

206 人

0.8%

総数 25,050 人

虐待又は虐待の疑い「有り」と
された児童については、全て市
町村又は児童相談所の支援等を
実施。
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○状況確認ができた児童のうち、虐待又は虐待の疑いの有無について「有り※」との回答は206人（0.8％）。
※例えば、「ネグレクトの疑い」「身体的虐待」「面前DVによる心理的虐待」等。

○虐待又は虐待の疑いの有無について「有り」と回答のあった206人は、今回の状況確認の結果を踏まえ、全て市
区町村又は児童相談所の支援等が行われている。

状況確認ができた児童（25,050人）について

※複数回答のため、児童数の重複あり

○市区町村による支援・活用した事業

○児童相談所による支援・措置

状況確認ができた児童の虐待又は虐待の疑いの有無

虐待又は虐待の疑いの有無「有り」の家庭及び児童
への支援や措置等の状況

「虐待又は虐待の疑い有り」とされた児童の内訳

助言指導 47

継続指導 92

児童相談所送致 8

就学・就園支援 19

要保護児童対策地域協議会におけるケース管理 100

子育て短期支援事業 8

養育支援訪問事業 1

乳児家庭全戸訪問事業 6

ファミリーサポートセンター事業 1

一時預かり事業 0

地域子育て支援拠点事業 1

市区町村子ども家庭総合支援拠点事業 8

子育て世代包括支援センター事業 4

産後ケア事業 0

産前・産後サポート事業 0

その他 21

助言指導（措置によらない指導） 21

継続指導（措置によらない指導） 29

児童福祉司等指導（措置による指導） 11

施設入所措置 17

里親等委託 1

一時保護（委託含む） 11

その他 15



状況確認ができていない児童（４人）について
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○「義務教育就学前」が３人（75.0%）、「小学生」が
１人（25.0%） 。

状況確認ができていない児童の学年別の状況

○令和５年８月17日時点で状況確認ができていない児童
４人は、全て東京出入国在留管理局への照会や警察への
行方不明者届の提出により、調査を継続して行っている。

状況確認ができていない児童の調査状況

○ 令和５年６月１日時点において、乳幼児健診未受診者や未就園、不就学等で福祉サービス等を利用していない
など関係機関が確認できていない児童について、令和６年２月28日までの確認の状況を調査する。

令和５年度調査について

義務教育就学前

3 人

75.0%

小学生

1 人

25.0%

総数 4 人

東京出入国在留管理局

に照会（再照会）中

3 人

75.0%

警察への行方不明

者届の提出

1 人

25.0%

総数 4 人



都道府県別の状況 参考資料

令和4年6月1日時点の確認
対象児童数

令和4年6月1日から
令和5年8月17日までに
状況確認ができた児童数

令和5年8月17日までに
状況確認ができていない
児童数

北海道 760 760 0

青森県 25 25 0

岩手県 26 26 0

宮城県 644 644 0

秋田県 480 480 0

山形県 46 46 0

福島県 59 59 0

茨城県 331 331 0

栃木県 83 83 0

群馬県 683 683 0

埼玉県 1,083 1,083 0

千葉県 1,259 1,259 0

東京都 5,591 5,591 0

神奈川県 2,822 2,821 1

新潟県 63 63 0

富山県 112 112 0

石川県 18 18 0

福井県 46 46 0

山梨県 50 50 0

長野県 138 138 0

岐阜県 236 236 0

静岡県 424 424 0

愛知県 802 801 1

三重県 80 80 0

令和4年6月1日時点の確認
対象児童数

令和4年6月1日から
令和5年8月17日までに
状況確認ができた児童数

令和5年8月17日までに
状況確認ができていない
児童数

滋賀県 270 270 0

京都府 367 367 0

大阪府 2,222 2,222 0

兵庫県 1,930 1,930 0

奈良県 104 103 1

和歌山県 ９ ９ 0

鳥取県 92 92 0

島根県 ９ ９ 0

岡山県 182 182 0

広島県 511 511 0

山口県 42 42 0

徳島県 697 697 0

香川県 98 98 0

愛媛県 63 63 0

高知県 ８ 8 0

福岡県 806 806 0

佐賀県 17 17 0

長崎県 124 124 0

熊本県 358 358 0

大分県 83 83 0

宮崎県 609 609 0

鹿児島県 277 277 0

沖縄県 315 314 1

合 計 25,054 25,050 4
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